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申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

令
和
６
年
度

低
所
得
者
支
援
給
付
金

対
象
者
／
令
和
６
年
度
住
民
税
非

課
税
世
帯
ま
た
は
令
和
６
年
度

住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
世
帯

支
給
額
／
１
世
帯
あ
た
り
10
万
円

　
18
歳
以
下
の
子
ど
も
１
人
あ
た

り
５
万
円
加
算

申
請
期
限
／
10
月
18
日
金
ま
で

注
意
事
項
／

・
６
月
３
日
時
点
で
当
市
に
住
民

登
録
が
あ
る
対
象
世
帯
に
は
、

７
月
26
日
付
で
通
知
を
発
送

し
て
い
ま
す
。
内
容
を
確
認

し
、
確
認
書
を
返
信
し
て
く

だ
さ
い
。

・
令
和
６
年
１
月
２
日
以
降
に
転

入
し
た
人
が
い
る
場
合
、
前
市

町
村
の
非
課
税
証
明
書
ま
た
は

所
得
証
明
書
が
必
要
で
す
。 

・
Ｄ
Ｖ
に
よ
る
避
難
者
や
離
婚
に

よ
り
世
帯
が
変
更
し
た
場
合

な
ど
は
、
受
給
対
象
と
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　
社
会
福
祉
課
（
低
所
得
者
給

付
金
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
）

　
℡
23
・
７
７
４
６

適
切
に
浄
化
槽
を
維
持
・

　
  

管
理
し
て
い
ま
す
か
？

▼
浄
化
槽
は
、
微
生
物
な
ど
の

働
き
を
利
用
し
て
生
活
排
水

を
き
れ
い
に
す
る
装
置
で
す
。

定
期
的
な
維
持
管
理
（
保
守

点
検
・
清
掃
）
と
法
定
検
査

を
受
け
、
十
分
に
機
能
す
る

浄
化
槽
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

①
保
守
点
検
／
消
毒
剤
を
定
期
的　

　
に
補
充
し
放
流
先
を
衛
生
的
に

　
保
つ
作
業
（
年
３
～
４
回
）

②
清
掃
／
浄
化
槽
内
に
溜
ま
っ
た

汚
泥
な
ど
を
抜
き
取
る
作
業

（
年
１
回
以
上
）

③
法
定
検
査
／
①
②
が
適
切
に
行

わ
れ
、
き
れ
い
な
水
が
放
流
さ

れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
検
査

（
年
１
回
）

※
①
～
③
を
ま
と
め
て
行
う
「
一
括

契
約
シ
ス
テ
ム
」
が
便
利
で
す
。

問
（
公
社
）
県
水
質
保
全
協
会

　
℡
０
２
９・２
９
１・４
０
０
４

単
独
処
理
浄
化
槽
を
お
使
い
の
人

▼
単
独
処
理
浄
化
槽
は
ト
イ
レ
の

排
水
の
み
を
処
理
し
、
台
所
や

お
風
呂
か
ら
の
生
活
雑
排
水
は
、

そ
の
ま
ま
放
流
さ
れ
ま
す
。
一

方
、
合
併
処
理
浄
化
槽
は
、
ど

ち
ら
の
排
水
も
処
理
し
、
単
独

処
理
浄
化
槽
と
比
べ
、
汚
れ
の

量
を
８
分
の
１
に
抑
え
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
点
検
報
告
書
や

検
査
報
告
書
で
お
使
い
の
浄
化

槽
の
形
式
を
確
認
し
、
合
併
処

理
浄
化
槽
に
転
換
し
ま
し
ょ
う
。

※
浄
化
槽
の
設
置
に
は
、
補
助

金
が
交
付
さ
れ
ま
す
（
単
独

処
理
浄
化
槽
か
ら
Ｎ
Ｐ
型
浄

化
槽
へ
の
転
換
の
場
合
に
は
、

新
規
設
置
よ
り
も
増
額
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
）。

問   
下
水
道
課

　
℡
23
・
７
７
４
２

本石岡本庁舎　℡ 23-1111 ㈹
〒 315-8640　
　石岡市石岡一丁目 1 番地 1

支八郷総合支所　℡ 43-1111 ㈹
〒 315-0195　
　石岡市柿岡 5680 番地 1

開庁時間：月～金 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
※水曜日は午後 7 時まで ( 一部業務のみ）

本

支

※※料金の記載のないものは無料※※

く
ら
し
・
手
続
き

子宮頸がん予防ワクチン接種のおしらせ
キャッチアップ：平成 9 年 4 月 2 日
　～平成 20 年４月１日生まれの女性 
　（令和 7 年 3 月末まで無料）
定期：小学校 6 年生～高校 1 年生

の女子（高 1 の 3 月末まで無料）
※詳しくは市ホームページから▶
問石岡保健センター　℡ 24-1386
　八郷保健センター　℡ 43-6655

下
水
道
・
農
業
集
落
排
水

接
続
工
事
の
補
助
金
制
度

対
象
者
／
同
一
世
帯
に
18
歳
未
満

ま
た
は
65
歳
以
上
の
人
が
お

り
、
課
税
対
象
所
得
の
合
計
が

３
４
８
万
円
以
下
の
人

補
助
額
／
最
大
35
万
円

※
該
当
し
な
い
場
合
も
４
～
10
万

円
（
配
管
の
距
離
に
応
じ
る
）

の
補
助
あ
り
。

※
新
築
は
除
き
ま
す
。

申
請
期
限
／
令
和
７
年
３
月
14
日

金
ま
で

※
予
算
が
な
く
な
り
次
第
終
了
。

問　
下
水
道
課

　
℡ 

23
・
７
７
４
２

本

本

本
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く
ら
し
・
手
続
き

相

談

イ
ベ
ン
ト
・
催
し

募

集

講
座
・
教
室

お
し
ら
せ

健

康

本

本

く
ら
し
・
手
続
き

危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の

撤
去
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

補
助
対
象
／
小
中
学
校
の
通
学

路
、
緊
急
輸
送
道
路
お
よ
び
避

難
路
に
面
し
、
道
路
面
か
ら

の
高
さ
が
80
㎝
を
越
え
る
組そ

積せ
き

造ぞ
う

、
ま
た
は
補
強
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
で
倒
壊
の
危
険
性
が
認
め

ら
れ
る
塀
の
撤
去
工
事

※
受
給
者
本
人
や
撤
去
工
事
を
行

う
業
者
に
対
す
る
条
件
が
あ
り

ま
す
。
す
で
に
工
事
に
着
手
し

て
い
る
場
合
は
対
象
外
で
す
。

補
助
額
／
次
の
①
②
い
ず
れ
か
低

い
額
（
上
限
10
万
円
）

①
危
険
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
撤
去

費
用
の
３
分
の
２

９
月
分
受
付
開
始

農
用
地
区
域
か
ら
の

除
外
申
請
に
つ
い
て

▼
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
総

合
見
直
し
終
了
に
伴
い
、
農
用

地
区
域
か
ら
の
除
外
申
請
（
９

月
分
受
付
）
を
開
始
し
ま
す
。

９
月
分
の
受
付
締
切
日

　
／
９
月
30
日
月

問　
農
政
課
（
内
線
１
１
５
０
）

支

【
事
前
申
請
】

後
付
け
踏
み
間
違
い

　

  

防
止
装
置
整
備
補
助
金

対
象
者
／

・
満
70
歳
以
上
の
市
民

・
自
動
車
運
転
免
許
証
保
有
者

良
好
な
景
観
形
成
に
向
け
て

寄
附
の
お
願
い

▼
「
石
岡
市
住
民
参
加
型
ま
ち
づ

く
り
フ
ァ
ン
ド
支
援
事
業
」
で

は
、
皆
さ
ま
か
ら
の
寄
附
な
ど

の
財
源
を
、
市
民
が
行
う
修
景

事
業
（
地
域
の
景
観
づ
く
り
に

寄
与
す
る
活
動
）
へ
の
補
助
に

使
用
し
、
石
岡
ら
し
い
景
観
づ

く
り
に
つ
な
げ
て
い
ま
す
。 

　
現
在
、
歴
史
的
建
造
物
や
茅
葺

き
民
家
な
ど
の
修
景
事
業
を
13

件
実
施
し
て
い

ま
す
。
詳
し
く
は

こ
ち
ら
か
ら
▼

問　
都
市
計
画
課

　
℡
23
・
５
５
２
３

道
路
後
退
用
地
の
受
け
入
れ

を
行
っ
て
い
ま
す

▼
狭
あ
い
道
路
（
セ
ッ
ト
バ
ッ

ク
が
必
要
な
道
路
）
に
接
す
る

土
地
で
建
築
物
を
建
築
す
る
場

合
、
道
路
の
中
心
か
ら
２
メ
ー

ト
ル
後
退
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
市
で
は
、
各
種
補
助
に
よ

り
後
退
用
地
の
受
け
入
れ
を

行
っ
て
い
ま
す
。

 

分
筆
測
量
補
助

　
後
退
用
地
の
分
筆
測
量
に
係
る

費
用
の
２
分
の
１
、
か
つ
20
万

円
を
限
度
に
補
助

既
存
塀
等
の
撤
去
補
助

　
後
退
用
地
内
に
あ
る
塀
や
植
栽

な
ど
の
撤
去
費
用
を
市
が
定
め

る
算
定
基
準
に
よ
り
補
助

※
補
助
に
つ
い
て
、
分
筆
測
量
や
塀

な
ど
の
撤
去
が
す
で
に
完
了
し

て
い
る
場
合
は
、
対
象
外
で
す
。

②
撤
去
す
る
危
険
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な

ど
の
面
積
１
㎡
あ
た
り
１
万

円
を
乗
じ
た
額

申
請
方
法
／
事
前
相

談
依
頼
書
に
関
係
書

類
を
添
え
て
申
請
▼

問　
建
築
住
宅
指
導
課

　
℡
23
・
５
５
２
６

対
象
者
／
狭
あ
い
道
路
に
接
す
る

土
地
の
所
有
者

申
請
方
法
／
協
議
書

に
関
係
書
類
を
添

え
て
申
請
▼

問　
建
築
住
宅
指
導
課 

　
℡
23
・
５
５
２
６

・
整
備
す
る
自
動
車
車
検
証
の
使

用
者
が
、
本
人
ま
た
は
同
一
住

所
の
家
族
で
あ
る
こ
と

※
営
利
用
の
車
両
へ
の
整
備
に
つ

い
て
は
対
象
外
。

補
助
額
／
購
入
価
格
の
２
分
の
１

以
内
（
百
円
未
満
切
り
捨
て
）

上
限
金
額
／
障
害
物
探
知
機
能

あ
り
：
２
万
５
０
０
０
円

な
し
：
１
万
５
０
０
０
円

必
要
書
類
／
踏
み
間
違
い
防
止

装
置
整
備
交
付
申
請
書
・
見

積
書
（
原
本
）・
車
検
証
（
写

し
）　・運
転
免
許
証
（
写
し
）

問　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
課

　
℡
23
・
７
３
０
４

ゆ
と
り
あ
る
老
後
の
た
め
に

国
民
年
金
基
金
に

加
入
し
ま
し
ょ
う

▼
国
民
年
金
基
金
は
、
国
民
年
金

に
上
乗
せ
す
る
公
的
な
年
金
制

度
で
す
。
終
身
年
金
が
基
本
の

た
め
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
受
け

取
れ
ま
す
。
ま
た
、
支
払
っ
た

掛
金
は
社
会
保
険
料
控
除
の
対

象
と
な
り
、
所
得
税
や
住
民
税

が
控
除
さ
れ
ま
す
。

問
全
国
国
民
年
金
基
金
茨
城
支
部

　
℡
０
５
０・３
６
６
５・０
１
９
９

　
℡
０
１
２
０・６
５・４
１
９
２

本 本
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